
令
和
５
年
度
の
広
島
市

の
国
保
料
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
（
図
１
）

保
険
料
率
は
９
つ
全
て

の
項
目
で
前
年
よ
り
も
増

え
、
最
高
限
度
額
も
２
万

円
増
の
１
０
４
万
円
に
上

が
り
ま
し
た
。
所
得
に
関

係
な
く
人
数
や
世
帯
に
か

か
る
「
均
等
割
」
と
「
世

帯
割
」
が
上
が
り
、
低
所

得
世
帯
に
と
っ
て
厳
し
い

負
担
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

広
島
市
の
公
表
す
る

「
国
保
料
の
目
安
」
に
よ

る
と
（
収
入
・
生
活
費
に

占
め
る
負
担
が
重
い
国
保

料
。
図
２
）
、
年
間
所
得

に
対
す
る
国
保
料
の
金
額

は
、
１
人
世
帯
で
は
所
得

額
の
12
～
14
％
近
く
、
40

歳
以
上
２
人
＋
40
歳
未
満

（
子
供
な
ど
）
１
人
の
３

人
世
帯
で
は
所
得
額
の
13

～
17
％
に
も
な
り
ま
す
。

特
に
３
人
世
帯
の
低
所

得
世
帯
で
は
年
間
所
得
の

17
.4
％
を
占
め
、
お
よ
そ

２
．
１
ヶ
月
分
に
あ
た
る

金
額
を
保
険
料
と
し
て
納

め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

他
の
家
族
構
成
も
含
め
、

い
ず
れ
も
低
所
得
世
帯
ほ

ど
、
家
計
に
占
め
る
国
保

料
の
割
合
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
所
得
が

高
い
ほ
ど
納
税
額
が
増
え

る
所
得
税
な
ど
と
逆
行
し
、

逆
進
性
の
高
い
状
態
と
な
っ

て
い
ま
す
。

滞
納
は
放
置
せ
ず

民
商
へ
相
談
を

負
担
の
重
い
国
保
料
に

よ
っ
て
、
「
払
い
た
く
て

も
払
え
な
い
」
滞
納
相
談

が
会
内
外
か
ら
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

払
え
な
い
か
ら
と
放
置

せ
ず
、
支
部
・
班
や
民
商

事
務
局
へ
、
ま
ず
は
相
談

し
ま
し
ょ
う
。
毎
週
木
曜

日
の
「
陽
気
な
道
場
」
で

も
、
滞
納
の
他
、
融
資
返

済
や
経
営
悪
化
な
ど
も
含

め
相
談
に
乗
っ
て
い
ま
す
。

広
島
北
民
商
も
加
盟
す

る
広
島
市
社
保
協
（
社
会

保
障
推
進
協
議
会
）
で
は

広
島
市
と
の
交
渉
・
懇
談

を
重
ね
て
い
ま
す
。

申
請
減
免
活
用
を

◎
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る

コ
ロ
ナ
減
免
は
、
令
和
４

年
度
分
で
終
了
し
、
５
年

度
は
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
。

４
年
度
分
の
申
請
期
限
は

12
月
28
日
（
木
）
で
す
。

◎
通
常
の
国
保
減
免
は
、

前
年
同
期
３
ヶ
月
と
比
べ

所
得
が
３
割
以
上
減
少
し

た
場
合
な
ど
に
使
え
ま
す
。

申
請
期
間
は
毎
月
の
納
付

期
限
（
月
末
）
の
１
週
間

前
ま
で
で
す
。
窓
口
で
多

く
の
資
料
を
要
求
さ
れ
る

な
ど
、
年
々
対
応
が
厳
し

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
法

令
に
基
づ
く
権
利
で
す
の

で
、
臆
す
る
こ
と
な
く
民

商
で
一
緒
に
申
請
減
免
を

活
用
し
ま
し
ょ
う
。

【
陶
山
記
】

２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 ５ 日 （ 月 曜 日 ） 全国商工新聞 （ 週 間 ） 付 録 第 ３ ５ ５ ７ 号
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６
月
の
領
収
書
の
お
届
け
と
15
日
集
金

今
月
（
６
月
）
の
班
集
金
の
領
収
書
は
、
月
末
処

理
の
関
係
で
来
週
の
商
工
新
聞
（
６
月
12
日
号
）
と

一
緒
に
当
番
さ
ん
に
お
届
け
し
ま
す
。
６
月
の
「
15

日
集
金
」
は
21
日
（
水
）
ま
で
に
事
務
所
に
届
い
た

も
の
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
お
忙
し
い
時
期
と
思
い

ま
す
が
、
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
す
ぎ
る
国
保
料
に
悲
鳴

３
人
家
族
で
年
間
所
得
の
17
％
＝
2.1
ヶ
月
分
に
！

低
所
得
世
帯
ほ
ど
重
た
い
負
担

図１．令和５年度 広島市国保料
令和５年度の国民健康保険料率（広島市）

計算の内容

（計算基礎）

保険料率

医療分 支援分 介護分

被保険者均等割

（加入者１人につき）
25,448円×人数 9,782円×人数 8,028円×人数

世帯別平等割

（１世帯につき）
25,393円 9,745円 6,089円

所得割

（令和４年の所得額－43万円）
6.75／100 2.7／100 1.81／100

最高限度額

（1世帯あたり）
65万円 22万円 17万円

図２．収入・生活費に占める負担が重い国保料
（Ｒ５年度 広島市国保料の目安より）

年間所得 保険料 （Ｒ４年度比）
負担割合

所得比

月数換算

所得比

1人世帯

（40歳以上）

132万円 184,739円（14,395円増） 14.0％ 1.68ヶ月分

276万円 346,883円（26,635円増） 12.5％ 1.51ヶ月分

436万円 527,043円（40,235円増） 12.0％ 1.45ヶ月分

3人世帯

（うち2人が

40歳以上）

132万円 230,684円（18,090円増） 17.4％ 2.10ヶ月分

276万円 425,451円（32,964円増） 15.4％ 1.85ヶ月分

436万円 605,611円（46,564円増） 13.9％ 1.67ヶ月分

※目安は、家族の内１人に所得があるものとして計算してあります。

※『年間所得』は、事業所得の人は「売上-経費等＝所得額」、給与や年金がある

場合は各控除後の金額、の合計です。

支
部
総
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
!!

６
月
４
日
～
18
日
の
間
に
、
全
て
の
支
部
で
支
部
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
支

部
の
お
知
ら
せ
も
ご
覧
い
た
だ
き
、
で
き
る
限
り
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

『
紹
介
し
た
く
な
る
民
商
』
へ

皆
様
の
ご
協
力
と
、
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。


